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会 議 日 程 

 
日時  令和４年５月６日（金) 午後３時 

場所 教育長室 

 

１ 開 会 

 

２ 前回議事録の承認 

 

３ 教育長及び委員の報告 

 

４ 議 事 

 (1) 議案第４号 鹿屋市看護専門学校授業料等徴収条例の一部改正について（Ｐ２） 

 

５ 報 告 

 (1) 令和４年度鹿屋市グローカル・イングリッシュ・デイキャンプについて（Ｐ５） 

(2) 令和４年度鹿屋市教育委員会計画訪問実施計画について       （Ｐ８） 

 

６ 動議の討論等 

 

７ その他 

 

８ 閉 会 
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議案第４号 

 

鹿屋市看護専門学校授業料等徴収条例の一部改正について 

 

鹿屋市教育委員会の行政組織等に関する規則（平成18年鹿屋市教育委員会規則第２号）

第10条の規定に基づき、別紙のとおり会議に付議する。 

 

令和４年５月６日提出 

                                鹿屋市教育委員会 

                                教育長 中野 健作 

 

 

  （別   紙） 

 

 

（提案理由） 

大学等における修学の支援に関する法律の施行に伴い、本校に在学する学生で経済的理

由により授業料等の負担が著しく困難であると認められる者を減免対象者として認定し、

授業料等の全部又は一部を免除するため、所要の規定の整理を行いたいので、本案を提出

するものである。 
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鹿屋市立鹿屋看護専門学校授業料等徴収条例の一部を改正する条例 

 

鹿屋市立鹿屋看護専門学校授業料等徴収条例（平成18年鹿屋市条例第191号）の一部を次

のように改正する。 

第６条見出し中「授業料」を「授業料等」に改め、同条中「授業料」を「授業料等（授

業料及び入学料をいう。）」に改める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行し、改正後の鹿屋市立鹿屋看護専門学校授業料等徴

収条例の規定は、令和４年４月１日から適用する。 
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鹿屋市立鹿屋看護専門学校授業料等徴収条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○鹿屋市立鹿屋看護専門学校授業料等徴収条例 ○鹿屋市立鹿屋看護専門学校授業料等徴収条例 

平成 18年１月１日条例第 191号 

 

平成 18年１月１日条例第 191号 

 

（授業料等の減免） （授業料の減免） 

第６条 校長が特に必要と認める場合は、教育委員会の承認を得て授

業料等（授業料及び入学料をいう。）を減額し、又は免除することが

できる。 

 

第６条 校長が特に必要と認める場合は、教育委員会の承認を得て授

業料を減額し、又は免除することができる。 
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報告（１） 令和４年度鹿屋市グローカル・イングリッシュ・デイキャンプについて 

 

令和４年度鹿屋市グローカル・イングリッシュ・デイキャンプ要項 
 

１ 目 的  

(1) 地球規模で様々な問題を考え、郷土の魅力を生かして、英語を使って、能動的に課 

題解決に向けた行動を起こす児童・生徒の育成を図る。 

(2) 郷土の課題解決に貢献したり、グローバルな視点を持ち、郷土の魅力を世界に発信 

し、持続可能な社会の発展に貢献したりする人材の育成を図る。 

(3) 児童・生徒、学校・保護者・地域が一体となって、「わくわく」する体験的な活動 

を通して、多文化共生社会を生き抜く「グローカル人材」の育成を図る。 
 
２ 主 催 鹿屋市教育委員会 
 
３ 共 催 鹿屋市子ども会育成連絡協議会 
 

４ 内 容 ※ 令和３年度は計２日（４回） ⇒ 令和４年度は計７日（14回）の設定 
※ テーマ：平和のまち鹿屋から、英語を使って世界平和のためにできること 

 
⑴ 【鹿屋市役所７階大会議室】２回実施：全英語圏（子ども会長等）対象 

 
⑵ 【大隅青少年自然の家】２回実施：英語教育圏３区対象（第一鹿屋中・花岡中校区） 

※ 詳細・中心となる町内会等と打合せ中 

※ 新型コロナウイルス感染症の状況によっては、日程等の変更の可能性があります。 

期日 
①  ５月21日（土) 午前実施（小学校５年生～６年生対象） 
②  ５月21日（土）午後実施（中学校１年生～３年・鹿屋女子高生対象） 

場所 鹿屋市役所 ７階 大会議室 

受付・解散 
①  受付 ９：００  解散１２：００ ※ 現地集合、現地解散 
②  受付１３：３０ 解散１６：３０ ※ 現地集合、現地解散 

参 加 費 無料 

対象者 
小学５年生～６年生（午前）        計３０名程度 
中学１年生～３年生・鹿屋女子高生（午後） 計３０名程度 

主 な 活 動 

【グローカル・イングリッシュ・デイキャンプリーダー育成会】 
①  英語の学び方（英語への興味・関心向上、各種検定受検へ喚起 
②  World Tour 2022 ～日本（鹿屋）の魅力発見～ 
※ プレゼンテーション能力育成 

③  今後の各地区英語教育圏（公民館）でのグローカル・イングリッシ 
ュ・デイキャンプ「おもてなしキャンプ」づくりに向けての見通し確認 

期日 

① ６月25日（土）午前実施（小学校１年生～４年生対象） 
② ６月25日（土）午後実施（小学校５年生～６年生、中学校１年生 

            ～３年生対象） 
※ 鹿屋女子高生は自由参加 
※ 新型コロナウイルスの状況では終日開催 
※ 郷土料理づくり、地域行事、郷土の魅力発信発表等を含む。 

場所 大隅青少年自然の家 

集合・解散 
① 受付 ９：００  解散１２：００  ※ 現地集合、現地解散 
② 受付１３：３０ 解散１６：３０  ※ 現地集合、現地解散 

参 加 費 等 無料  ※ 郷土料理づくりを実施する場合は、100円程度受付回収 

対象者 
小学１年生～４年生（午前） 計５０名 
小学５年生～６年生、中学校１年生～３年生対象（午後） 計５０名 

主 な 活 動 
① 「おもてなし」グローカル・イングリッシュ・デイキャンプ 
② 郷土の魅力発信 (町内会・子ども会育成会等の協働) 
③ 世界平和のために私たちにできること 
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⑶【カピック】２回実施：英語教育圏５区対象（輝北中・串良中・細山田中校区） 
※ 詳細・中心となる町内会等と打合せ中 

※ 新型コロナウイルス感染症の状況によっては、日程等の変更の可能性があります。 
 
⑴ 【カピック】２回実施：鹿屋市小・中学校英語弁大会参加者対象 

※ 新型コロナウイルス感染症の状況によっては、日程等の変更の可能性があります。 
 
⑸ 【鹿屋市中央公民館】２回実施：英語教育圏１区対象（鹿屋中・高隈中校区）  

☆ 国立台北教育大実習生参加予定  
※ 詳細・中心となる町内会等と打合せ中 

※ 新型コロナウイルス感染症の状況によっては、日程等の変更の可能性があります。 

期日 

① ７月16日（土）午前実施（小学校１年生～４年生対象） 
② ７月16日（土）午後実施（小学校５年生～６年生、中学校１年生 

            ～３年生対象） 
※ 鹿屋女子高生は自由参加 
※ 新型コロナウイルスの状況では終日開催 
※ 郷土料理づくり、地域行事等を含む。 

場所 アジア太平洋農村研修センター（カピック） 

集合・解散 
①  受付 ９：００  解散１２：００  ※ 現地集合、現地解散 
②  受付１３：３０ 解散１６：３０  ※ 現地集合、現地解散 

参 加 費 等 無料 ※ 郷土料理づくりを実施する場合は、100円程度受付回収 

対象者 
小学１年生～４年生（午前） 計５０名 
小学５年生～６年生、中学校１年生～３年生対象（午後） 計５０名 

主 な 活 動 
① 「おもてなし」グローカル・イングリッシュ・デイキャンプ 
②  郷土の魅力発信 (町内会・子ども会育成会等の協働) 
③ 世界平和のために私たちにできること 

期日 
① ８月５日（金）午前実施（小学校５年生～６年生大会出場者対象） 
② ８月５日（金）午後実施（中学校１年生～３年生大会出場者対象） 

場所 アジア太平洋農村研修センター（カピック）  

集合・解散 
① 受付 ９：００  解散１２：００  ※ 現地集合、現地解散 
② 受付１３：３０ 解散１６：３０  ※ 現地集合、現地解散 

参 加 費 等 無料 

対象者 
小学５年生～６年生（午前） 計４６名 
中学校１年生～３年生対象（午後） 計２４名 

主 な 活 動 
① スキット・トピックトーク・スピーチのつくり方練習講座 
② 鹿屋市小・中英語弁論大会に向けた発表練習等 

期日 

① ９月17日（土）午前実施（小学校１年生～４年生対象） 
② ９月17日（土）午後実施（小学校５年生～６年生、中学校１年生 

            ～３年生対象） 
※ 鹿屋女子高生は自由参加 
※ 新型コロナウイルスの状況では終日開催 
※ 郷土料理づくり、地域行事、郷土の魅力発信発表等を含む。 

場所 鹿屋市中央公民館  

集合・解散 
①  受付 ９：００  解散１２：００  ※ 現地集合、現地解散 
②  受付１３：３０ 解散１６：３０  ※ 現地集合、現地解散 

参 加 費 等 無料 

対象者 
鹿屋市内の小学１年生～４年生（午前） 計５０名 
小学５年生～６年生、中学校１年生～３年生対象（午後） 計５０名 

主 な 活 動 
① 「おもてなし」グローカル・イングリッシュ・デイキャンプ 
②  郷土の魅力発信 (町内会・子ども会育成会の協力を得る。) 
③  世界平和のために私たちにできること 
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⑹【東地区学習センター】２回実施：英語教育圏２区対象（鹿屋東中校区） 
※ 詳細・中心となる町内会等と打合せ中 

※ 新型コロナウイルス感染症の状況によっては、日程等の変更の可能性があります。 
 
⑺【田崎地区学習センター】２回実施：英語教育圏４区対象（田崎中・大姶良中・吾平中校区） 

                     ※ 詳細・中心となる町内会等は検討中 

※ 新型コロナウイルス感染症の状況によっては、日程等の変更の可能性があります。 
 
５ 申込み方法 
  学校から児童・生徒、保護者に周知し、学校で参加者を取りまとめてもらう。 
   
６ その他 

(1) 参加者が決定され次第、決定通知を学校に送付する。 
(2) 悪天候や新型コロナウイルス感染症の状況等で事業を中止する場合には、鹿屋市教 

育委員会学校教育課より、各家庭に電話連絡する。 
(3) 子ども会育成会長や町内会長等と事前打合せを行い、「子ども会」の定例会や授業 

での学びを関連付けながら、主体的に「おもてなし」の企画・運営の準備を進める。 
 
７ 問合せ先   

鹿屋市教育委員会学校教育課（℡0994-31-1137） 

期日 

①  11月５日（土）午前実施（小学校１年生～４年生対象） 
② 11月５日（土）午後実施（小学校５年生～６年生、中学校１年生 

            ～３年生対象） 
※ 鹿屋女子高生は自由参加 
※ 新型コロナウイルスの状況では終日開催 
※ 郷土料理づくり、地域行事、郷土の魅力発信発表等を含む。 

場所 東地区学習センター  

集合・解散 
①  受付 ９：００  解散１２：００  ※ 現地集合、現地解散 
②  受付１３：３０ 解散１６：３０  ※ 現地集合、現地解散 

参 加 費 等 無料 ※ 郷土料理づくりを実施する場合は、100円程度受付回収 

対象者 
小学１年生～４年生（午前） 計５０名 

小学５年生～６年生、中学校１年生～３年生対象（午後） 計５０名 

主 な 活 動 
① 「おもてなし」グローカル・イングリッシュ・デイキャンプ 
②  郷土の魅力発信 (町内会・子ども会育成会の協力を得る。) 
③ 世界平和のために私たちにできること 

期日 

①  12月３日（土）午前実施（小学校１年生～４年生対象） 
② 12月３日（土）午後実施（小学校５年生～６年生、中学校１年生 

            ～３年生対象） 

※ 新型コロナウイルスの状況では終日開催 
※ 郷土料理づくり、地域行事、グラウンド・ゴルフ等を含む 
※ 鹿児島大学酒井准教授（多文化共生社会づくり講演予定） 

場所 田崎地区学習センター 

集合・解散 
①  受付 ９：００  解散１２：００  ※ 現地集合、現地解散 
②  受付１３：３０ 解散１６：３０  ※ 現地集合、現地解散 

参 加 費 等 無料 ※ 郷土料理づくりを実施する場合は、100円程度受付回収 

対象者 
鹿屋市内の小学１年生～４年生（午前） 計５０名 
小学５年生～６年生、中学校１年生～３年生対象（午後） 計５０名 

主 な 活 動 
① 「おもてなし」グローカル・イングリッシュ・デイキャンプ 
②  郷土の魅力発信 (町内会・子ども会育成会の協力を得る。) 

③ 世界平和のために私たちにできること 
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報告（２） 令和４年度鹿屋市教育委員会計画訪問実施計画について 

 

令和４年度鹿屋市教育委員会計画訪問実施計画 
                               

１ 趣旨 
各学校の学校経営、教育活動全般並びに備えるべき表簿等の整備状況等について実

態・実情を把握するとともに、教育課程の編成・実施、学習指導、生徒指導、教育方法
改善、施設設備の活用等について課題や問題点等を共同研究し、学校教育の改善・充実
に資する。 

 

２ 実施方法 
 鹿屋市教育委員会が計画的に学校を訪問し、授業・施設設備等の参観及び学校経営・
教育活動全般について指導する。 

(1) 方法 

鹿屋市立小・中学校・鹿屋女子高等学校、看護専門学校を計画された日程に従い訪問 

する。（原則５年に１回） 

 

(2) 時間 

看護専門学校は１時間程度、その他の学校は半日を基本とする。 

  

(3) 参加者 

   教育長、教育委員(１名)、教育次長、学校教育課長、指導主事(数名) 

生涯学習課(１名：課長もしくは指導主事)、教育総務課(１名) 

   

(4) 対象 

全教職員・全施設設備 

  

(5)  内容等 
  ア 学校経営の概要説明 

○ 学校経営説明 
○ 質疑応答 

イ 授業及び施設設備等の参観 
○ 授業参観の資料として学習指導案(略案)を準備する。 

ウ 諸表簿閲覧（鹿屋市立学校管理規則第73条等参照）  
エ 一般授業に関する指導 
オ 教育委員会まとめと指導 

 
３ 教育委員訪問日 
 

 

  訪 問 日 程 学 校 名 

蓑 

 

田 

早 

 

川 

東 

別 

府 

遠 

 

矢 

１ ５月 18日（水） 祓川小学校   〇  

２ ５月 23日（月） 西原小学校 〇    

３ ５月 30日（月） 寿小学校  〇   

４ ６月 28日（火） 下名小学校 〇    

５ ９月 29日（木）午前 鹿屋女子高等学校    〇 

６ ９月 29日（木）午後 看護専門学校    〇 

７ 10月 24日（月） 細山田中学校   〇  

８ 10月 31日（月） 串良中学校  〇   


